
 

 

12 雇用創出・喪失指標 

 

12.1 事業所の開業率・廃業率 

① 指標の解説 

ベンチャー企業など新分野の展開を目指す中小企業の増加が注

目されている。開業は新たな雇用機会の創出である。逆に、廃業は

雇用機会の喪失である。本項では、民営事業所の開業率と廃業率の

計算と推移をみる。 

② 指標の作成結果 

民営事業所の開業率と廃業率の推移は、図 12-1 のとおりである。 

図 12-1 民営事業所の開業率・廃業率(年率) 

 
資料：総務省「事業所・企業統計調査」、2009 年は「経済センサス‐基礎調査」、2012

年は「経済センサス-活動調査」 

注 1：算出に使用した1991年の数値には長崎県島原市、深江町が含まれていない。 

注 2：総務省では、調査手法が異なることから事業所・企業統計調査と経済センサ

スの統計表の時系列比較を行っていない。 

③ 作成結果の説明 

1970 年代後半から 1980 年にかけて、開業率は比較的高い水準で

推移している。しかし、1980 年代以降は低下し、1990 年代以降は
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3％台前半で推移していたが、直近では 2.1％と低下している。一

方、廃業率は横這いあるいは微増で推移してきたが、90 年代半ば

以降 4％台に上昇し、直近では 5.0％と上昇している。事業所増加

率（開業率と廃業率の差）も低下傾向にあり、1991～1996 年以降

マイナスで推移し、かつマイナス幅が拡大していた。2006～2009

年には 1.0％とプラスに転じたが、直近の 2009～2012 年には-2.9％

と再びマイナスに転じている。 

④ 指標の作成方法 

経済センサス（2006 年以前は事業所・企業統計調査）の開設時

期別事業所数の統計を用いて、平成 10 年版労働白書の方法になら

い、開業率・廃業率を計算した。 

開業率＝ 

開設時期が前回調査時以降である事業所の数（推定） 

÷前回調査と今回調査の間隔（年、小数点付き） 
────────────────────────── 

前回調査時の事業所数 

廃業率＝開業率－事業所増加率 

2012 年経済センサスを例に、分子を説明する。前回調査である 2009

年経済センサスは 7月 1日時点の調査である。2012 年経済センサス

による開設時期が2009年である民営事業所数（公務を除く全産業、

191,217 事業所）を 12 分の 6 倍したものを、2009 年 7～12 月の間

の開設事業所数とする。それに、開設時期が 2010 年、2011 年、2012

年の事業所数を加える。また、2009 年経済センサスと 2012 年経済

センサスの調査時点の間隔は、2009 年 7 月 1 日から 2012 年 2 月 1

日の間で、2 年と 7 か月、すなわち 2.58 年である。2009 年 7 月 1

日以降 2012 年調査時点までの開設事業所数を 2.58 で割り、1 年当

たりの開設事業所数とする。 

⑤ 指標のデータ 

指標の計算結果は次のとおりである。 
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表 12-1 民営事業所の開業率・廃業率 

（単位：年率％） 

調査年 事業所増加率 開業率 廃業率 

1975-1978 2.8 6.0 3.2 

1978-1981 2.3 5.9 3.5 

1981-1986 0.7 4.3 3.6 

1986-1991 0.1 3.7 3.6 

1991-1996 △0.1 3.1 3.2 

1996-2001 △1.2 3.2 4.4 

2001-2006 △1.4 3.1 4.5 

2006-2009 1.0 3.0 2.0 

2009-2012 △2.9 2.1 5.0 

資料：総務省「事業所・企業統計調査」、2009 年は「経済センサス‐基礎調査」、

2012 年は「経済センサス-活動調査」 

注 1：算出に使用した1991年の数値には長崎県島原市、深江町が含まれていない。 

注 2：総務省では、調査手法が異なることから事業所・企業統計調査と経済セン

サスの統計表の時系列比較を行っていない。 

⑥ 参考：事業所の開業・廃業と雇用 

雇用は事業所の新設や拡大によって創出される一方、事業所の廃

止や縮小によって喪失される。「平成 11 年版労働白書」は、この関

係を図 12-2 のようにまとめている。 

また、白書は各国の雇用創出・喪失の比較を行い、さらに日本に

ついて、非農林漁業の産業別に、事業所の開業率を算出している。

開設時期が前回調査以降である事業所について、単独事業所及び本

所・本社・本店事業所を新規企業分、同じく支所・支社・支店事業

所を事業拡大分とし、開業率を分解している。その掲載数値を表

12-2 及び図 12-3 に、その後に、対応する直近の数値を計算し、掲

げた。 
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図 12-3 産業別新設事業所の開業率（1992-1996 年、年率） 

－民営、非農林漁業（公務を除く）－ 

 

表 12-3 産業別新設事業所の開業率（1992-1996 年、年率） 

－民営、非農林漁業（公務を除く）－ 

（単位：％） 

産業 事業拡大 新規企業 

計 1.0 2.2 

建設業 0.6 1.6 

製造業 0.4 1.1 

運輸・通信業 1.6 1.6 

卸売・小売業，飲食店 1.2 2.5 

金融・保険業 2.1 1.2 

不動産業 0.4 2.3 

サービス業 0.9 2.5 

資料：労働省「平成 11 年版労働白書」 

注 1 ：事業所・企業統計調査（1996 年）」より作成。 

注 2 ：調査期間内に開業した事業所数／事業所総数（各調査月を考慮している）。 

注 3 ：民営事業所についてみた年率。 

注 4 ：開設時期が前回調査以降である事業所のうち、単独事業所及び本所・

本社・本店事業所を新規企業分とした。 

注 5 ：同じく支所・支社・支店事業所を事業拡大分とした。 
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（参考）産業別新設事業所の開業率（2009-2012 年、年率） 

－民営、非農林漁業（公務を除く）－ 

 
上の図の数値   （単位：％） 

産業 事業拡大 新規企業 

産業計（非農林漁業（公務を除く）） 0.8  1.2  
建設業 0.4  0.7  
製造業 0.2  0.6  

情報通信業 1.1  1.6  
運輸業，郵便業 0.9  0.5  
卸売業，小売業 1.2  0.9  

金融業，保険業 1.9  0.8  
不動産業，物品賃貸業 0.4  0.7  
学術研究，専門・技術サービス業 0.5  1.8  

宿泊業，飲食サービス業 1.0  2.6  
生活関連サービス業，娯楽業 0.7  1.4  
教育，学習支援業 1.2  1.5  

医療，福祉 1.3  2.4  
サービス業（他に分類されないもの） 0.6  0.7  

資料：総務省｢平成 21 年経済センサス-基礎調査」、「平成 24 年経済センサス-

活動調査」  
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12.2 新規開業による雇用増 

① 指標の説明 

従業者数の増減は、事業所の新規開業による増加分と、その他の

分に分けることができる。その他の分は、既存事業所における増減

分と事業所廃止に伴う減少分である。以下、本項では、事業所廃止

に伴う減少は既存事業所における増減分の一種ととらえ、まとめて

既存事業所分ということにする。 

この分解によって、事業所の新規開業が、雇用吸収にどの程度有

効なのかみることができる。2009 年から 2012 年までの従業者数の

増減を、新規開業分と、既存事業所分に分ける。 

② 指標の作成結果 

2009 年から 2012 年にかけての各産業の従業者数の増減率を分け

た結果は図 12-4 のとおりである。 

図 12-4 従業者数増減率の新規開業分と既存事業所分―民営― 

(2009-2012 年、年率) 

 

資料：総務省「平成 21 年経済センサス-基礎調査」、「平成 24 年経済センサス-活動調

査」 
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③ 作成結果の説明 

医療,福祉では既存事業所においても雇用は増加しているが、そ

れ以外の産業では減少している。また、医療，福祉を除くどの産業

でも、既存事業所減少による雇用減少が新規開業による雇用増より

も大きくなっている。 

④ 指標の作成方法 

新規開業による従業者数増と既存事業所における従業者数増減

は、平成 10 年版経済白書による方法で算出した。「平成 21 年経済

センサス-基礎調査」と「平成 24 年経済センサス-活動調査」を利

用して、両調査の調査時点間における従業者数の変化を、事業所の

新規開業に伴う従業者数の増加と、既存事業所での従業者数の増減

（廃業による減少を含む）とに分解した。 

新規開業に伴う従業者数の増加は、「平成 24 年経済センサス」に

よる開設時期別従業者数の統計で、開設時期が前回調査時以降の事

業所の従業者数とした。前回調査（2009 年）は 7 月 1 日時点であ

るので、開設時期が2009年である事業所の従業者数の12分の6が、

2009 年 7 月～12 月に開設された事業所の従業者数であるとした。 

従業者数の増減と、新規開業に伴う従業者数の増加の差を、既存

事業所における従業者数増減とした。 

⑤ 指標のデータ 

指標の作成結果は次のとおりである。 
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12.3 倒産発生率 

① 指標の解説 

倒産の生じる頻度をみるために倒産発生率を作成した。これは、

法人企業のうち何％の企業が倒産しているかをみるものである。 

② 指標の作成結果 

倒産発生率の推移は図 12-5 のとおりである。 

図 12-5 倒産発生率 

 
資料：東京商工リサーチ「倒産月報」 

国税庁「会社標本調査結果（税務統計から見た法人企業の実態）」 

③ 作成結果の説明 

倒産発生率の推移を時系列的にみると、1987 年から 1990 年にか

けて、好調な経済状況を反映して大きく低下している。しかしその

後 1990～1992 年には上昇に転じ、その後はおおむね横這いで推移

し、2003 年以降は低下傾向にあり、2006 年から上昇したが、2009

～2013 年には再び低下している。 

④ 指標の作成方法 

指標の作成にあたっては、平成 10 年版経済白書を参考にし、法

人の倒産件数を法人数で除したものを倒産発生率とした。 
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⑤ 指標のデータ 

指標の計算結果は次のとおりである。 

表 12-5 倒産発生率 

（単位：％） 

年 倒産発生率 年 倒産発生率 

1987 0.71 2001 0.75 

1988 0.55 2002 0.75 

1989 0.37 2003 0.64 

1990 0.31 2004 0.53 

1991 0.48 2005 0.50 

1992 0.61 2006 0.51 

1993 0.62 2007 0.54 

1994 0.59 2008 0.60 

1995 0.63 2009 0.59 

1996 0.61 2010 0.51 

1997 0.67 2011 0.49 

1998 0.76 2012 0.48 

1999 0.61 2013 0.42 

2000 0.74  

資料：東京商工リサーチ「倒産月報」 

国税庁「会社標本調査結果（税務統計から見た法人企業の実態）」 
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